
令和７年５月１日(木)～令和７年５月１６日(金)

郵送での申込み（令和７年５月１６日 当日消印有効）

〒３３０－８５１６

埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目１２番１０号

埼玉県住宅供給公社　技術部公営住宅技術課

「令和７年度県営住宅等建築修繕業者　募集担当」

埼玉県住宅供給公社 技術部公営住宅技術課

ＴＥＬ　０４８ー８２９ー００８１（直通）

ＦＡＸ　０４８－８２５－１８２４

Email　ｋｊ-ｇｉｊｉｔｓｕ@ｓａｉｊｋ.ｏｒ.ｊｐ

１０時～１２時、１３時～１７時（土・日・祝日除く）

注意事項

・ このご案内をお読みいただき、申込書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて、

　申込期間内に所定の郵送先まで送付してください。

・ 申込受付の締め切りは、令和７年５月１６日(金)（当日消印有効）となります。

・ 申込期間を超えてからのお申込みは、無効となります。

募集のご案内

申 込 期 間

申 込 方 法

郵 送 先

令和７年度

「県営住宅等建築修繕業者」
（一般(緊急)・退去修繕）

別紙

問い合わせ時間

お問い合わせ先



はじめに - 1 -

１ 契約期間 - 1 -

２ 募集予定数等 - 1 -

３ 業務内容 - 2 -

４ 申込み資格要件 - 2 -

５ 申込みができない方 - 4 -

６ 申込書類等 - 4 -

７ 契約方法 - 6 -

８ 契約単価について - 7 -

９ 修繕の発注 - 7 -

１０ 業務成績 - 8 -

１１ 契約の解除 - 8 -

１２　県営住宅等建築修繕業者の修繕例 - 8 -

１３　退去修繕フロー（参考） - 10 -

１４　退去修繕等　年間スケジュール (参考) - 11 -

１５　修繕モデルケース 概要書 -12-

＜様式＞（別添）

 様式１、１-２　 申込書、修繕実績

 様式２、２-２　 施工責任者経歴書、経歴書（実務経験）

 様式３　 修繕モデルケース見積書

 様式４　 県営住宅等建築修繕業者申込時の提出書類チェックリスト

目次



 はじめに

　埼玉県住宅供給公社（以下「公社」といいます。）が管理している県営住宅及び、附帯施設

等（以下「住宅等」といいます。）において、日常発生する小規模修繕や緊急の修繕及び居住

者が退去後の住戸内を補修する退去修繕を行う、「県営住宅等建築修繕業者」を募集します。

　県営住宅等建築修繕業者（以下「修繕業者」といいます。）は、住戸内や施設に入り、居住

者の方と直接応対しながら、限られた時間・期間内に修繕を行う必要があります。

　また、夜間や休日にも修繕を行っていただくことがあります。修繕業者の施工状況が、直接

居住者の生活に影響しますので、経験と技術力、そして、親切で丁寧な応対が求められます。

　退去修繕については、限られた時間・期間内に正確に修繕を完了させるとともに、室内の不

具合等が無く快適に生活できるように仕上げることが重要となります。

　公社では、こうした経験や実績があり、迅速かつ的確に修繕を行うことができる即戦力とな

る事業者を募集し、居住者サービスの向上を図っています。

　修繕業者の契約においては、申込者の資格要件を審査し、施工能力等を総合的に判断し、契

約者を選定するなど、厳正な手続きのもとに行います。

　公社との修繕業者契約をご希望される方は、この募集案内をよくお読みいただき、内容をご

理解・ご承諾のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

１ 契約期間

令和７年７月１日(火)から令和８年６月３０日(火)まで

２ 募集予定数等

建築修繕業者

・大宮支所： ５社

・川越支所： ５社 ※配属する支所については、

・熊谷支所： ２社 　原則、埼玉県の競争入札参加資格登録をしている

・岩槻支所： ４社 　本支店等の市町村を管轄する支所になります。

①　原則として、公社が指定する担当住宅の修繕を行います。

　（修繕の専門性等により他業者に修繕を発注する場合があります。）

②　夜間及び休日等の緊急修繕等に対応するため、公社の営業時間外でも対応できる体制を

　年間を通して整えていただく必要があります。

③　なお、夜間及び休日等の緊急修繕等を行った場合には、所定の対応費をお支払いします。

　（待機料はありません。）
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３ 業務内容

修繕業者の業務は、次のとおりです。

（１）雨漏り、給排水管の漏水に伴う小破損、その他住宅等の小破損部分の一般修繕

（２）塀の倒壊、倒木、火災等の事故発生時の緊急修繕並びに事故発生が予見される場合の

　　　調査及び修繕等

（３）迅速性を要する小額の修繕

（４）台風、地震時等の災害復旧等修繕に係る対応

（５）災害時における被害状況の確認及び応急対応

（６）居住者の安否確認における警察または消防の立入り後の復旧等の修繕

（７）夜間及び休日等の緊急修繕対応

（８）退去後の退去修繕一式

（９）その他公社が協力を要請する業務

　 ※ 原則として、給排水衛生設備、電気設備等、設備関係に係る一般修繕は、別途公社と

　 　 契約する業者への発注となります。

　 ※ 一部住宅の畳修繕は、別途公社と契約する業者へ発注となります。

４ 申込み資格要件

申込みには、申込みの時点において、次のすべての条件を満たしていることが必要です。

（１）埼玉県の競争入札参加資格登録業者で、かつ建築又は内装で格付がＣ以上であること。

　※登録が内装のみの場合、埼玉県住まいづくり協議会のリフォーム・リノベ登録事業者であること。

（２）埼玉県の競争入札参加資格登録をしている本支店等が埼玉県内に所在していること。

（３）申込みを行う本支店等において、官公庁、公社、都市再生機構もしくは民間の集合住

　　　宅における一般修繕の実績が、過去５年間（令和７年３月３１日以前の５年間）にお

　　　いて３件以上あること。
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（４）退去修繕一式もしくはリフォーム工事（部分リフォーム工事も可）の実績が過去５年

　　　間（令和７年３月３１日以前の５年間）において３件以上であること。

　 ※ 一般修繕とは、入居者が居住中に修繕を行う修繕のことをいいます。誰も居住してい

　　　ない状態での修繕は実績とはなりません。

　 ※ 鉄筋コンクリート造等の集合住宅が対象となり、木造建物、戸建住宅、店舗、事務所、

　　　公立学校等の施設については修繕実績に該当しません。

 　※ 退去修繕一式とは、大工、塗装、内装、電気及び給排水等の新入居に向けての一式の

　　　修繕（協力会社を使用する修繕を含む。）のことをいい、一般修繕程度のものは対象

　　　外となります。

（５）申込みを行う本支店等において、次のとおり業務執行体制が整っていること。

　 ① 建設業の許可が必要な業種においては、建設業法における主任技術者又は監理技術者

　　　の資格を持つ施工責任者を選任し、その者が修繕の監督を行うことができること。

　 ※ 施工責任者は、建設業法における主任技術者または監理技術者たる資格が必要です。

　　　主任技術者または監理技術者になりうる資格については、下表を参照してください。

　　　経歴により主任技術者たる資格を証明する場合は、「施工責任者経歴書」とは別に

　　　「経歴書（実務経験）」を提出してください。

（１）実務経験による場合 （２）国家資格等による場合

（主任技術者となりうる実務経験）

　 ② 修繕業者は、公社が指定する担当住宅において、公社の営業時間中及び夜間及び休日

　　　等における緊急修繕等の業務執行体制（公社との連絡体制を含む）が確保され、対応

　 　 可能であること。

　 ③ 産業廃棄物（石綿含有産業廃棄物含む）の処理（一時保管含む）を、関係法令に基づ

　　　き適正に行うことができること。

（６）「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報保護の措置を講じること。

　 ※ 採用予定者の方については、契約締結の際に個人情報の適切な取扱いについての「誓

　　　約書」を提出していただきます。様式については契約締結時に配付します。

（７）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱における排除措置対象者でないこと。

（８）安全管理を適正に行うことができること。

（９）法令等により許可・資格・届出等が義務付けられているものについては、当然にその

　　　許可等を有していること。

（10）社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）への加入業者であること。

　　　ただし、適用除外対象事業者は除く。
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主任技術者たる資格

学　　歴 実務経験年数 ・２級建築施工管理技士（建築）

大学の指定学科卒業後 ３年以上 ・１級建築施工管理技士

上記以外の学歴 １０年以上 ・１級建築士

高等学校の指定学科卒業後 ５年以上 ・２級建築士

高等専門学校の指定学科卒業後 ３年以上 主任技術者または監理技術者たる資格



５ 申込みができない方

（１）「４ 申込み資格要件」を満たしていない方、または次の各項目のいずれかに該当す

　　　る方は、修繕業者への申込みができません。後日、これらの事実が明らかになったと

　　　きは、その時点で申込みの取り消しまたは契約の解除を行います。

　 ① 埼玉県及び公社の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中である

　　　など、指名から除外する期間中である者

　 ② 埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱における入札等排除措置を受けている者

　 ③ 過去１年間（令和７年３月３１日以前の１年間）において、修繕業者の業務の遂行が、

　　　著しく不良である者（正当な理由がなく工事の受注を拒んだ場合を含む。）で、修繕

　　　業者契約を解除された者

　 ④ 過去１年間（令和７年３月３１日以前の１年間）において、「改善指導書」による厳

　　　重注意を２回受け、公社の建築修繕業者契約を解除された者

　 ⑤ 埼玉県において指名の制限（指名停止を含む。）、競争入札参加禁止又は排除措置期

　　　間中である者

（２）法人の代表者または役員が、同一業種の他の法人の代表者または役員を兼ねていると

　　　きは、その中の一法人しか申込みできません。

６ 申込書類等

申込みをされる方は、下記の要領で申込書及び添付書類を提出してください。

また、申込書及び添付書類は控えを取り、選定結果が通知されるまで保管してください。

（１）申込書

　 申込みには、次の①～⑥の添付書類が必要ですので、申込書（様式1、1-2）に添えて送付

　 してください。添付書類の提出がない場合には、失格となります。

　 ① 建設業の許可証の写し（建築一式工事又は内装仕上工事）

　 ② 施工責任者が保有している資格証の写しまたは施工責任者経歴書（様式2）

　 ※ 建設業法の主任技術者または監理技術者であることを証明する資格証の写しを添付し

　　  てください。実務経験により主任技術者になった方については、施工責任者経歴書に

　　  加え、「経歴書（実務経験）」（様式2-2）を添付してください。

　 ③ 施工責任者が、申込みをされる会社（法人）に所属する社員である証明書として、「

　 　 雇用保険被保険者証の写し」、「健康保険被保険者証の写し」または「住民税特別徴

 　　 収税額通知書の写し」等公的機関の証明書のいずれかを提出してください。

 　※ 会社名と施工責任者名の入っている公的機関の証明書であれば、例示の証明書以外の

 　　 ものでも構いません。

 　※ 施工責任者が役員あるいは代表取締役に就いている方で、上記の証明書が添付できな

 　　 い場合は、会社の「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」を添付して

 　　 ください。

 　※ 「後期高齢者医療被保険者証」には会社名が記載されていませんので、証明書として

 　　 使用できません。
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 　※ 公的機関の証明書に会社名と施工責任者氏名以外の情報（住所、電話番号、マイナン

 　　 バー、保険証の記号・番号等）が記載されている場合には、見えないようマスキング

 　　 の上ご提出ください。

 　※ 監理技術者証に会社名が記載されている場合には、監理技術者証でも構いません。

 　④ 様式１－２の修繕実績に記載がある修繕等の契約書、注文(発注)書・請書の写し

 　※ これらの書類は、工事件名、金額、施工場所、工期（契約期間）、施工内容、発注者

 　　 及び請負者がわかるもので、可能な限り発注者及び請負者の押印のあるものとします。

 　【添付書類の例】

 　　 工事契約書の場合…契約書の写し

 　　 単価契約書・年間契約書の場合…単価契約書・年間契約書の写し及び受注の実績の分

 　　 かるもの。

 　　 なお、受注の実績の分かるものとは、指示書・注文書等のほか、入金の確認の出来る

 　　 ものも含みます。また、単価契約書に発注者及び請負者の押印があれば、指示書・注

　 　 文書等には押印が無くても構いません。

 　　 注文書の場合（注文請書がある場合）…注文書の表紙と注文請書の表紙の写し

 　　 注文書の場合（注文請書がない場合）…注文書の表紙の写し及び入金等が分かるもの

 　　 の写し

 　　 注文請書の場合(注文書がない場合)…注文請書の写し及び入金等が分かるものの写し

 　※ 契約書、注文書、請書及び請求書等で、表紙だけでは施工内容等の必要項目が分から

 　　 ない場合は、２枚目以降の施工内容等が確認できるものも添付してください。

　 ※ 一般修繕で３件以上及び退去修繕で３件以上の、計６件以上の実績を添付してくださ

　 　 い。

　 ※ 入金等が分かるものの写しとして通帳等の写しを添付する場合は、該当する入金以外

　 　 の情報は見えないようマスキングの上ご提出ください。

　 ⑤ 令和７年度　県営住宅等建築修繕業者選定　修繕モデルケース見積書（様式３）

　 　 （見積書１枚、モデルタイプ１内訳書３枚、モデルタイプ２・３内訳書１枚、定型書

　 　 式にて作成、提出）

　 ⑥ 令和７年度県営住宅等建築修繕業者申込時の提出書類チェックリスト（様式４）

（２）申込書類の提出方法

　申込書類は、次のとおり、申込期間内に郵送ください。

　 ① 申込期間：令和７年５月１日(木)～令和７年５月１６日(金)

　 ② 申込方法：郵送による申込み（令和７年５月１６日当日消印有効）

　 ※ 必ず簡易書留等の配達された記録の残るもので郵送してください。

　 ※ 申込書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて発送してください。

　 ※ 申込期間を超えてからのお申込みは、無効となります。

　 ※ 一旦提出された申込書類については、原則として変更・差し替え等はできません。

　 ③ 郵送先：〒３３０－８５１６　 埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目１２番１０号

　　  埼玉県住宅供給公社　技術部公営住宅技術課

　　　「令和７年度県営住宅等建築修繕業者　募集担当」

　　  申込時に提出していただいた個人情報については、修繕業者契約の審査・手続・事務

 　　 連絡のみに使用します。
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７ 契約方法

建築修繕業者の契約は、次のとおり行います。

（１）申込書類等により申込者の資格要件を審査します。

（２）書類審査の合格者から、修繕モデルケース見積書にて予定価格以下かつ最低制限価格

　　　(予定価格の10分の9.2)以上で、下記【選定順】に従い支所管轄内毎の募集予定数まで、

　　　受注希望確認業者を選定し、あわせて調整率を業者ごとに決定します。

　　　※調整率：公社予定価格と各社見積頂いた見積額の比率（落札率）を調整率という。

　　　※退去修繕の工事価格に対して調整率を乗じることとなります。

　【選定順】①：予定価格以下かつ最低制限価格以上で見積額の低い順

　　 　　　 ②：①で選定数に満たない場合かつ予定価格以上で見積額の低い順(ﾋｱﾘﾝｸﾞ有)

　　　 　　 ③：②で選定数に満たない場合かつ最低制限以下で見積額の高い順(ﾋｱﾘﾝｸﾞ有)

（３）審査結果は、申込者全員に審査結果返信先担当者（様式１）に電子メールで通知しま

　　　す。(令和７年６月上旬頃発送予定)

　　　受注希望確認業者には、調整率を合わせて通知いたします。

　 ※ 合否の結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。

（４）受注希望確認業者を対象に、受注希望確認説明会を開催します。（６月中旬～下旬）

　　　説明及び、公社が別途定める単価及び調整率に同意された方と建築修繕業者契約を締

　　　結します。（受注希望確認業者が辞退した場合は、順次、順位を繰り上げます。）

（５）契約手続きに関しては、あらためて公社からご連絡します。（６月下旬頃発送予定）

（６）契約期間は、令和７年７月１日から令和８年６月３０日までとします。

　●留意事項

　　① 担当住宅は、公社にて指定し、受注希望確認説明会時にお知らせする予定です。

 　　　なお、担当住宅については、本社支店周辺の住宅から優先的に指定します。

　　　 特段の事情がない限り、原則、ご希望は受け付けておりません。

　　　 担当する住宅(住戸)数は修繕業者の実績等により、修繕業者間で必ずしも一様

 　　　になりませんので、あらかじめご了承ください。

　　　 契約後、業務の実施状況が不良な場合は、口頭または書面により指導や注意を

　　　 行い、その後改善が見込めない場合は、担当住宅数を減らすことがあります。

　　② 契約締結の際に「見守りサポーター」のご案内をさせていただきます。

　　　 本活動の趣旨をご理解いただき、登録していただきますようお願い致します。

　　③ 施工体制を確認するため、施工体制台帳等の提出を求める場合があります。

　　④ 担当する住宅により一部工事を除外する場合があります。(例：畳工事)

　　⑤ 調整率について

　　　･修繕モデルケースにて予定価格を定め、各社の退去修繕見積額(モデルタイプ１)の

　　　 比率により調整率を決定します。※調整率は各社で異なることになります。

　　　（例）予定価格130万円、見積額(入札額)①126万円の場合、②120万円の場合

　　　　　　①126万円÷130万円×100=96.923･･･％　採用調整率97%(小数点以下四捨五入)

　　　　　　②120万円÷130万円×100=92.307･･･％　採用調整率92%(小数点以下四捨五入)

（７）修繕遂行上、依頼連絡、期間内完成等において再三問題が生じた場合かつ、口頭また

　　　は書面により指導や注意を行い、それでも改善に至らなかった場合は、発注量の調整
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　　　を行います。

　　　･調整率は、退去修繕見積りの工事価格（諸経費込み、税抜き）に乗じます。

　　　（例）直接工事費31万円(公社修繕単価以外の見積額を含む)、調整率92%の場合

　　　　　　310,000円×14.7％(諸経費率)＝45,570円 … 工事価格 355,570円

　　　　　　355,570円×92％(調整率)＝327,124円 … 調整後工事価格 327,000円(100円以下切捨て)

　　　　　　※公社修繕単価以外の見積に対しても調整率を乗じます。

８ 契約単価について

採用予定者を対象に、公社が別途定める令和７年度単価に同意された方と建築修繕業者契約

を締結します。

参考として以下に、令和６年度の主な単価等を例示します。

① 代表的な修繕単価例（一般(緊急)・退去修繕共通、諸経費含まず）

単位 単価 備考

㎡ 610 手間

㎡ 1,460 材工

枚 9,180 撤去処分共

枚 15,600 撤去処分共

枚 16,600 撤去処分共

㎡ 5,690 撤去処分共

㎡ 1,980 撤去処分共

個 7,700 撤去処分共

※配布する修繕単価は、調整率が掛かっていないものになります。

② 諸経費（一般（緊急）修繕）

　共通費：直接工事費の 1.0% 以内、諸経費：純工事費(直接工事費+共通費)の 21.0% 以内

③ 諸経費（退去修繕）

　諸経費（共通費含む）：直接工事費の 14.7% 以内

④ 調整率（退去修繕のみ）

　各社の退去修繕の見積額(入札額)による。退去修繕の工事価格に対して調整率を乗じる。

　※詳細は、「７契約方法（２）、●留意事項⑤」を参照　（令和６年度より実施）

⑤ その他（一般（緊急）修繕）

　調査費 、最低補償費 、時間外調査費 、時間外対応費 、緊急対応費 等単価あり

９ 修繕の発注

修繕業者への発注は、次のとおり行います。

（１）一般修繕及び緊急修繕は、公社の営業時間内は配属する支所から、休日・夜間等営業

　　　時間外は公社が設置している｢緊急コールセンター(時間外受付担当)｣から依頼します。

（２）一般修繕は、1件あたり100万円（消費税相当額を含む金額）未満までとなります。

（３）緊急修繕は、1件当たり250万円（消費税相当額を含む金額）未満までとなります。

（４）退去修繕については、配属する支所から発注します。

（５）上記(１)～(４)で発注した修繕の検査については、現場又は写真での確認となります。

（６）場合により、他業者へ修繕を発注することがあります。
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畳表替え 1畳 畳表C2 畳表C2程度(軽微な不陸調整含む)

襖取替 押入 量産襖 幅900㎜未満 新鳥の子x裏紙 PC引手 心材厚12

ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ張替 厚1.8㎜ 一般工法

単価名称 形状・寸法

住宅室内清掃 通常使用による汚損

EP　１回塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(壁・天井)　下地調整RB種

畳(取替) 1畳 標仕D種 畳表D2畳床KT-Ⅲ(軽微な不陸調整含む)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 防火2級/防ｶﾋﾞ 無地系 厚手･発泡加工等

鋼製建具 ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換U9型



１０ 業務成績

修繕業者の業務の実施状況について、次の事項等の評価を行います。

（１）業務成績の項目

　　① 現場対応

　　　 ・緊急案件等への対応

　　　 ・施工の出来ばえ

　　　 ・居住者対応

　　　 ・工程管理

　　　 ・安全対策 等

　　② 事務手続

　　　 ・提出書類の正確性（見積り、請求書等含む）

　　　 ・法令等の理解（工事関係書類の提出） 等

　　③ 施工体制

　　　 ・受注に関する施工体制

（２）評価方法

　　① 業務の実施状況、検査結果等により、業務成績を評価します。

　　② 年間総合評価（評価期間7月～3月中旬）として、評価を行います。

（３）業務の実施状況が優良な者への優遇

　　当年度の総合評価が優良な業者は、公社が定める条件をすべて満し、かつ、

　　上位の者は、翌年度の書類審査及び見積による価格競争方式が免除される可能性

　　があります。

１１ 契約の解除

次の場合、契約の解除となります。

（１）業務の実施状況が不良な方に対する指導等

　　業務の遂行が著しく不良（正当な理由が無く受注を拒んだ場合を含む。）であると

　　認められる時、又は「改善指導書」による注意を２回受けた時。

（２）埼玉県住宅供給公社が本業務を継続出来なくなった時。

１２　県営住宅等建築修繕業者の修繕例

【一般（緊急）修繕】

・ 内装破損箇所の補修

・ 木製建具補修

・ 雨樋（廊下等雨水管）補修

・ ノンスリップ補修

・ 敷地内舗装陥没等補修

・ 居住者の安否確認対応の立入り後の復旧等修繕

・ 台風等被害による被災住宅の応急及び復旧（小規模）
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・ 夜間、休日、年末年始等における発注への対応 等

・ 屋上雨漏りによる調査補修

・ 外壁からの雨漏りによる調査補修

・ 窓回りからの雨漏りによる調査補修

・ ベランダ漏水による調査補修

・ 浴室階下への漏水による調査補修

・ 外壁の剥離、剥落及び欠損の補修

・ 鋼製、アルミ製建具の開閉不良による建付調整

・ 防火扉等共用鋼製建具腐食補修

・ 鋼製手摺腐食補修

・ 防風スクリーン補修

・ 郵便受箱扉補修及び取替 等

・ 住戸内外の消臭・消毒（特殊清掃等）

・ 住戸内外の害虫駆除

・ 白蟻防除

上記記載内容でも、場合により担当業者以外の者に修繕を発注する場合があります。

【退去後の退去修繕一式】

・ 空き家住宅の調査、立会い、退去修繕の見積り作成

・ 畳の表替または取替、襖の張替または取替

・ 壁、天井等の清掃、塗装または張替

・ 床、建具等の破損部分の補修、張替または取替

・ 給水衛生、電気、ガス設備等の点検、補修または取替

・ 室内清掃 等

・ 退去後の残置物の処理

上記記載内容でも、場合により一部の修繕を担当業者以外の者に発注する場合があります。
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１３　退去修繕フロー（参考）

→ →

← ←

→

← ←

→ →

← ←

→

←

→

←

← ←

※ 上記フローは、今後変更となる場合があります。
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見積り依頼住戸の選定 見積り依頼 管理連絡員から鍵引取

[4,7,10,1月下旬] [5,8,11,2月上旬]
↓

[ 退去修繕（70万円未満）の場合 ]

公社 請負業者

[5,8,11,2月中～下旬]
1ヵ月以内　↓　1ヵ月以内

完成検査実施 完成通知書等提出 修繕完成

↓
[6,9,12,3月中～下旬]

執行の決裁 見積り提出 住戸内確認・見積書の作成

7日以内

発注書送付 修繕着手

[ 退去修繕（70万円以上250万円未満）の場合 ]

公社 請負業者

見積り依頼住戸の選定 参考見積り依頼 管理連絡員から鍵引取

合格 管理連絡員へ鍵引渡

↓ 請求書提出
検査合格後

支払い 6,9,12,3月 23日入居

7日以内

見積り依頼 見積書の作成

[5,8,11,2月上～中旬] 7日以内

[4,7,10,1月下旬] [5,8,11,2月上旬]
↓

積算作成・起工の決裁 参考見積り提出 住戸内確認・見積書(参考)の作成

[5,8,11,2月中～下旬]

1ヵ月以内　↓　1ヵ月以内請書・契約書の受領 請書・契約書提出

完成検査実施 完成通知書等提出 修繕完成

執行の決裁 見積り合わせ

[5,8,11,2月中旬]

請書・契約書送付 請書・契約書の作成、修繕着手

支払い 6,9,12,3月 23日入居

↓
[6,9,12,3月中～下旬]

合格 管理連絡員へ鍵引渡

↓ 請求書提出
検査合格後


